
別表（第２条関係） 

 補助事業名   但馬牛生産基盤強化整備事業 

 補助事業の目的 

肉用牛経営の新規参入、規模拡大を推進することで、生産頭数の

拡大、中核的な担い手の育成を図り、安定的な肉用牛生産基盤の構

築を図ることを目的とする。 

 補助事業の対象と 

 なる者 

  市町、畜産クラスター協議会、農業協同組合、 

農業協同組合連合会、農地適格所有法人、生産者集団等 

 補助事業の対象と 

 なる経費 

１ 国等の事業を活用して実施する家畜飼養管理施設等の整備・補

改修や家畜導入に要する経費 

２ 既存農家等の規模拡大に係る牛舎の整備・補改修に要する経費 

 補助率 

１ 家畜飼養管理施設等の整備・補改修 

国等１／２、県７／１００以内 

（ただし、県７／１００以内については但馬牛繁殖雌牛牛舎  

に限る） 

   家畜導入 

国１／２以内（妊娠牛は２７５千円、繁殖に供する雌牛は１７

５千円を上限とする） 

 

２ 家畜飼養管理施設等の整備・補改修 

１／３以内（５頭以上の規模拡大、補助上限１００頭） 

  かつ規模拡大 1頭あたり１２０千円以内 

（豪雪地帯対策特別措置法第２条に指定された地域について

は増頭１頭あたり１５８千円以内） 

 補助金の額   予算の範囲内 

 適用除外する条項   第２２条第２項 

 その他の事項 
   補助金交付決定通知書の記の６の補助金交付の条件は、「畜産課 

関係補助事業補助金交付の条件」による。 



別に定める事項 

関係条項 内       容 

 第３条 

(交付申請) 

 （添付書類） 

   別紙１ 但馬牛生産基盤強化整備事業実施内訳書 

   ・実施設計書 

 （指定期日） 

   別途通知する。 

 第７条第１項 

(事業の変更承認) 

  

 

 （軽微な経費配分の変更） 

 

 （軽微な事業内容の変更） 

   次に掲げる変更以外の変更 

   ・設置場所の変更 

・事業実施主体の変更 

・事業費の３０％を超える増又は補助金の増 

・事業費又は補助金の３０％を越える減 

  （添付書類） 

   第３条に準ずる。 

 （指定期日） 

   別途通知する。 

 第９条第１項 

（遂行状況報告） 

 （報告事項等） 

    必要が生じた場合は別途通知する。 

 第１１条 

(実績報告) 

 （添付書類） 

   第３条に準ずる。 

   ・別紙１ 但馬牛生産基盤強化整備事業実績報告書 

   ・出来高設計書 

   ・財産管理台帳 

 （指定期日） 

     事業完了後１か月以内又は令和５年３月３１日のいずれか早い 

日とする。 

 第１９条第１項 

（財産処分） 

 （処分制限期間） 

   「畜産課関係補助事業補助金交付の条件」に定める期間 

 


